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７
９
８
・
３
５
・
３
１
８
９
）

へ
。

　
　

　
子
育
て
家
庭
の
生
活
の
安
定
と

次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や

か
な
成
長
を
目
的
に
「
児
童
手

当
」
を
支
給
し
ま
す
。

　
こ
の
手
当
は
、
子
育
て
に
か
か

る
費
用
に
用
い
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
子
育
て
の
費

用
の
ひ
と
つ
で
あ
る
給
食
費
や
保

育
料
を
滞
納
し
、
手
当
を
子
育
て

と
関
係
な
い
用
途
に
使
う
こ
と
が

無
い
よ
う
、
趣
旨
に
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
支
給
額
は
下
表
の
と
お
り
。
支

給
は
申
請
月
の
翌
月
か
ら
で
す
。

　
夫
婦
が
離
婚
協
議
中
で
、
受
給

者
と
児
童
が
別
居
し
て
い
る
場
合

は
、
児
童
と
同
居
し
て
い
る
親
が

優
先
的
に
手
当
を
受
給
で
き
ま

す
。
ま
だ
受
給
さ
れ
て
い
な
い
人

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
市
は
、
子
育
て
世
帯
を
対
象
に

児
童
手
当
な
ど
の
手
当
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
支
給
を
受
け
る
に
は

い
ず
れ
も
申
請
が
必
要
で
す
。
申

請
が
ま
だ
の
人
は
す
ぐ
に
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
子
育
て
手
当
課
（
０

　
ま
た
、
児
童
手
当
を
、
子
育
て

支
援
事
業
の
た
め
に
寄
付
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　【
対
象
】
　
歳
到
達
後
の
最
初

１５

の
３
月
末
ま
で
の
児
童
を
国
内
で

養
育
し
て
い
る
人
。
公
務
員
の
人

は
職
場
で
支
給
　
※
児
童
が
海
外

に
居
住
し
て
い
る
場
合
は
必
ず
届

け
出
を

　【
所
得
制
限
】
夫
婦
と
児
童
２

人
の
世
帯
で
７
４
４
万
円
（
収
入

の
目
安
は
９
６
０
万
円
）

　【
支
給
月
】
２
・
６
・
　
月
１０

で
。
た
だ
し
心
身
に
中
度
以
上
の

障
害
が
あ
る
児
童
は
　
歳
未
満
。

２０

　
支
給
額
は
左
表
の
と
お
り
。

４
・
８
・
　
月
に
支
給
し
ま
す
。

１２

　　
対
象
は
、
身
体
、
精
神
、
ま
た

は
知
的
障
害
の
程
度
が
中
度
以
上

の
　
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て

２０
い
る
人
。
所
得
制
限
あ
り
。

　
支
給
額
は
左
表
の
と
お
り
。

４
・
８
・
　
月
に
支
給
し
ま
す
。

１１

　
国
民
健
康
保
険
の
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
、
「
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
の
有
効
期
限
（
７
月

末
日
）
が
近
づ
い
て
い
ま
す
。

　
引
き
続
き
認
定
証
が
必
要
な
人

は
、８
月
１
日
以
降
に
国
民
健
康

保
険
課
（
市
役
所
本
庁
舎
1
階
）、

各
支
所
で
交
付
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
（
た
だ
し
、
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
に
つ
い
て
は
住
民
税
非

課
税
世
帯
が
対
象
で
す
）
。

　
手
続
き
に
は
認
定
証
が
必
要
な

人
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

の
ほ
か
、
手
続
き
す
る
人
の
本
人

確
認
書
類
（
保
険
証
、
免
許
証
な

ど
）
が
必
要
で
す
。

　
な
お
、保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
と

交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
各
支
所
で
申
請
し
た
場

合
、
交
付
ま
で
に
１
週
間
程
度
か

か
り
ま
す
。
即
日
交
付
を
希
望
す

る
人
は
、
市
役
所
本
庁
舎
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
問
合
せ
は
国
民
健
康
保
険
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２

０
）
へ
。

　
※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
医
療

保
険
課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３

１
５
４
）
へ

　　
高
額
な
療
養
を
受
け
る
と
き

に
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

と
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医

療
機
関
等
に
提
示
す
る
と
一
部
負

担
金
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度

額
内
に
な
り
ま
す
＝
下
表
参
照
。

　
※
住
民
税
課
税
世
帯
の
　
歳
以

70

上
の
人
は
、
高
齢
受
給
者
証
の
提

示
で
、
高
額
な
療
養
を
受
け
る
と

き
の
一
部
負
担
金
の
支
払
い
が
自

己
負
担
限
度
額
内
に
な
る
た
め
、

限
度
額
適
用
認
定
証
は
不
要
で
す

　
一
般
病
床
な
ど
に
入
院
す
る
場

合
、
入
院
時
の
食
事
代
の
う
ち
1

食
に
つ
き
２
６
０
円
が
患
者
負
担

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
「
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
医
療
機

関
に
提
示
す
る
と
減
額
さ
れ
ま

す
。
　
ま
た
、
　
歳
以
上
の
人
が
療
養

65

病
床
（
主
に
慢
性
期
の
疾
患
を
扱

う
病
床
）
に
入
院
す
る
場
合
、
食

事
代
に
加
え
、
居
住
費
と
し
て
1

日
3
2
0
円
か
か
り
ま
す
。
食
事

代
は
1
食
に
つ
き
4
6
0
円
（
医

療
機
関
に
よ
っ
て
は
4
2
0
円
）

で
す
。

　
た
だ
し
、
「
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す

る
と
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
※
療
養
病
床
に
入
院
し
て
い
て

も
入
院
医
療
の
必
要
性
の
高
い
状

態
が
継
続
す
る
場
合
は
、
一
般
病

床
に
入
院
す
る
場
合
と
同
じ
負
担

に
な
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
区
分
に

な
る
か
は
入
院
す
る
医
療
機
関
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

　
　
　

　
対
象
は
、
父
母
の
離
婚
や
死
別

な
ど
で
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
と

も
に
で
き
な
い
か
、
重
度
障
害
の

父
ま
た
は
母
が
い
る
子
を
養
育
す

る
人
で
、
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
な
い
人
。
所
得
制
限
あ
り
。
父

子
家
庭
の
人
も
支
給
対
象
で
す
。

ま
だ
相
談
し
て
い
な
い
人
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
支
給
期
間
は
児
童
が
　
歳
に
達

１８

す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
末
ま

　
市
は
、
児
童
数
増
加
に
よ
る
学

校
の
教
室
不
足
を
防
ぐ
た
め
、

「
教
育
環
境
保
全
の
た
め
の
住
宅

開
発
抑
制
に
関
す
る
指
導
要
綱
」

を
施
行
し
、
指
定
地
区
内
で
の
マ

ン
シ
ョ
ン
等
の
住
宅
開
発
抑
制
を

指
導
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
指
定
地
区
を
見
直

し
、
　
月
か
ら
変
更
し
ま
す
。

１０

　
同
要
綱
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
事
業
者
向
け
情
報
→
開
発
事

業
）
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
問
合
せ
は
学
校
施
設
計
画
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８
２

８
）
へ
。

　【
見
直
し
後
の
指
定
地
区
】
受

け
入
れ
困
難
地
区
…
大
社
小
学
校

区
▽
準
受
け
入
れ
困
難
地
区
…
高

木
小
学
校
区
▽
監
視
地
区
…
浜

脇
・
用
海
・
瓦
林
・
香
櫨
園
・
安

井
・
春
風
小
学
校
区
▽
予
測
地
区

…
甲
東
・
鳴
尾
北
・
甲
陽
園
・
上

ケ
原
・
南
甲
子
園
・
広
田
・
段
上

西
・
樋
ノ
口
・
上
甲
子
園
・
津
門
・

苦
楽
園
・
深
津
小
学
校
区

　
住
宅
火
災
か
ら
あ
な
た
と
大
切

な
家
族
の
命
や
財
産
を
守
る
た

め
、
西
宮
市
で
は
平
成
　
年
６
月

２３

１
日
か
ら
全
て
の
住
宅
に
「
住
宅

用
火
災
警
報
器
」
の
設
置
を
義
務

付
け
て
い
ま
す
。
ご
自
宅
へ
の
設

置
は
お
済
み
で
す
か
？

　
設
置
義
務
の
あ
る
場
所
は
、
寝

室
、
台
所
、
階
段
部
分
で
す
。

　
詳
し
く
は
最
寄
り
の
消
防
署
か

消
防
局
予
防
課
（
０
７
９
８
・
３

２
・
７
３
１
６
）
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　
　

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
適
切
に

機
能
す
る
た
め
に
は
、
維
持
管
理

が
必
要
で
す
。

　
ほ
こ
り
が
た
ま
っ
て
い
た
り
、

電
池
が
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
り

す
る
と
「
い
ざ
」
と
い
う
時
に
住

宅
用
火
災
警
報
器
が
正
常
に
働
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
通
行
人
な
ど
が

電
池
の
交
換
を
知
ら
せ
る
音
を
、

火
災
発
生
を
知
ら
せ
る
警
報
音
と

勘
違
い
す
る
と
い
う
事
案
も
発
生

し
て
い
ま
す
。

　
定
期
的
に
掃
除
機
等
で
ほ
こ
り

を
取
る
な
ど
、
維
持
管
理
を
し
っ

か
り
し
ま
し
ょ
う
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し

て
い
た
お
か
げ
で
、
鍋
の
空
だ
き

や
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
火
の
消
し
忘
れ

に
気
付
き
、
火
災
に
な
ら
ず
に
済

ん
だ
と
い
う
事
例
が
全
国
か
ら
届

い
て
い
ま
す
。

　
火
災
は
無
い
の
が
一
番
で
す

が
、
万
が
一
に
備
え
ま
し
ょ
う
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
悪
質
な

訪
問
販
売
に
は
十
分
注
意
し
ま
し

ょ
う
。
購
入
後
、
不
審
に
思
う
場

合
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
（
0

7
9
8
・
6
4
・
0
9
9
9
）
な

ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。
な
お
、

訪
問
販
売
な
ど
は
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
制
度
の
対
象
で
す
の
で
、
購

入
後
、
一
定
期
間
は
契
約
の
解
除

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

 　
心
肺
蘇
生
法
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
扱

い
方
な
ど
の
実
技
を
学
び
ま
す
。

定
員
あ
り
。
受
講
料
無
料
。

　
申
込
方
法
な
ど
問
合
せ
は
救
急

課
（
０
７
９
８
・
３
２
・
７
３
１

９
）
へ
。
先
着
順
。

　【
日
時
・
会
場
】８
月
　
日（
日
）

１７

午
後
１
時
半
か
ら
西
宮
消
防
署

１カ月当たりの自己負担限度額

　
歳
未
満

70
15万円（総医療費が50万円を超え
た場合、その超えた分の1％を加算）

上位所得者
（※１）

8万100円（総医療費が26万7
000円を超えた場合、その超えた分
の1％を加算）

一般

3万5400円住民税非課税
世帯

１カ月当たりの自己負担限度額

　
歳
～
　
歳

70

74

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人ごと）

8万100円（総医療費
が26万7000円を超
えた場合、その超えた
分の1％を加算）

4万4400円現役並み
所得者（※２）

4万4400円1万2000円一般

2万4600円
8000円

区分Ⅱ住民税
非課税
世帯 1万5000円区分Ⅰ

（※３）

（※１）…基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯
または所得不明者のいる世帯
（※２）…同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70
歳以上の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上
の国民健康保険被保険者の収入の合計が2人以上の場合は
520万円未満、１人の場合は383万円未満であると申請した
場合は「一般」と同様になります
（※３）…同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住
民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除（年金の所
得は控除額を80万円として計算）を差し引いたときに０円と
なる人

高額療養費の自己負担限度額

支給額（月額）対象

1万5000円０歳～３歳誕生日月

１万円第１子・
第２子３歳誕生日月

翌月～小学６年 1万5000円第３子
以降

１万円中学生

※特例給付（所得制限限度額以上。１人
一律）5000円

支給額（月額）区分
一部支給

（10円単位）全部支給児童数

4万1010円～
9680円4万1020円１人

4万6010円～
1万4680円4万6020円２人

4万9010円～
1万7680円4万9020円３人

支給額（月額）区分

4万9900円重度障害

３万3230円中度障害

児童手当の支給額

児童扶養手当の支給額

特別児童扶養手当の支給額

※４人目以降は１人増えるごとに
3000円追加

　8月1日～15日…熱中症につい
て、16日～31日…水難事故防止に
ついて▷病院情報…平日の午後5時
（土曜は午前11時）～翌朝8時と日
曜・祝日の24時間

禍

花

稼

苛

禾禾禾禾

禾禾禾禾

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

禍

花

稼

苛

禾禾

禾禾

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇
箇

日
々
の
手
入
れ
を

悪
質
な
訪
問
販
売
に
注
意

普
通
救
命
講
習
会

児
童
手
当

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

「
設
置
し
て
良
か
っ
た
」の
声

限
度
額
適
用
認
定
証

　
窓
口
負
担
を
限
度
額
内
に

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
入
院
時
の
食
事
代
を
減
額
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